
保護者の皆様へ

①大人が（１３歳以上）が自転車で歩道を通行できるのは、道路標
識や道路標示によって自転車が歩道を通行できる場合と、車道を通
行することが危険でやむを得ない場合などです。

②子どもを自転車に同乗させるときや子どもが自転車を運転すると
きは、子どもにヘルメットをかぶらせるように努めなければなりま
せん。

③横断歩道に自転車のマークと線がないときは、横断歩道を通れま
すが、歩いている人の妨害になりそうなときは自転車からおりて自
転車を押してわたりましょう。

④お子さんの乗る自転車を点検して、不良な部分がある場合は、自
転車販売店などで整備しましょう。

⑤その他、注意すること
（１）傘をさしたままや、物を持ったまま乗ってはいけません。
（２）イヤホンで音楽を聴いたりなど、周りの声や音がきこえな

いようにしてはいけません。
（３）ブレーキがきかない自転車に乗ってはいけません。
（４）交差点や横断歩道での事故が多いです。一時停止、左右確認

を忘れずに行いましょう。

※大切な命を守るために、お子様と自転車の正しい乗り方や交通
ルールを守ることなどについて、家庭で話し合ってください。
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